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申告制度は、申告者自らが前年中の収入・経費を計算し、その金
額を基に、所得税や市県民税・国民健康保険税・介護保険料などを
応分に負担していただくための重要なしくみです。申告が必要な人
は、本庁市民税課または各支所へ申告書を提出してください。
＜注意＞確定申告書の提出は税務署になります。（14ページ参照）

※1  やつしろハーモニーホール3階が税務署の確定申告会場となっており、確定申告する人は、市県民税の申告は
不要ですが、税務署で「申告不要」と言われた人でも、市県民税の申告は必要な場合があります。

※2  上記の申告不要に該当する人も下記に記載した各種サービスを利用（申請）する場合には、申告が必要になる場
合があります。

◆国民健康保険加入の人（算定資料・軽減措置の判定・高額療養費支給の申請）◆介護保険加入の人（算定資料）
◆所得証明が必要な人◆市営住宅を利用する人◆その他福祉関係のサービスを利用する人 など
◎

URL=http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/  暮らし→税金→様式集　

所得が給与だけ(パート･
アルバイトも含む)

税務署から申告書が送ら
れてきている（※1参照）

給与以外にも所得がある
（配当・不動産など）

所得が給与・年金以外（営業・農業・不動産所得など）

医療費控除や他の控除の追加・訂正をしたい

収入が公的年金のみ

同居家族の税法上の扶養に
い
い
え

は
い

勤務先が給与支払報告書を提出済み

勤務先が給与支払報告書を未提出

2カ所以上のところから給与をもら
っている

なっている

なっていない

申告は不要です

申告が必要です

申告は不要です。
ただし、下の※
２の場合を除き
ます。

申告が必要です

収入金額
（平成17年1月1日～
12月31日までの収入）

所得金額
（収入金額－収入金
額控除）

収入金額控除
（必要経費など）

収入金額控除
（必要経費など）

所得控除額

課税標準額
（所得金額－所得控
除額）この課税標準
額に税率をかけて税
額を算出します。

課税総所得
金額

200万円以下
200万円超
700万円以下
700万円超

市民税
税率 控除額
3％　 0円

8％ 10万円

10％ 24万円

県民税
税率 控除額

2％　 0円

3％ 7万円

市民税
県民税

3,000円
1,500円

（内500円は「水と緑 の森
づくり税」）

※ 土地･建物、株式等の譲渡所得や山林
所得等の分離課税の所得や配当所得につ
いては別途税率や計算方法が定められて
います。個別にお問い合わせください。

◆
65
歳
以
上
の
人
の
老
年
者
控
除
が
な
く
な
り
ま
す
。

◆
65
歳
以
上
で
所
得
が
125
万
円
ま
で
の
人
は
、
住
民
税
が

非
課
税
で
し
た
が
、
こ
の
制
度
が
な
く
な
り
ま
す
。

（
た
だ
し
、
平
成
18
年
度
は
税
額
の
３
分
の
２
、
19
年

度
は
３
分
の
１
の
額
を
減
額
し
ま
す
）

◆
65
歳
以
上（
平
成
18
年
１
月
１
日
が
基
準
日
）の
人
の

公
的
年
金
控
除
額
は
140
万
円
か
ら
120
万
円
へ
変
更
に

な
り
ま
す
。

◆
定
率
減
税
額
は
15
％
か
ら
7.5
％
へ
変
更
に
な
り
ま
す
。

◆
配
偶
者
の
均
等
割
額
が
、
二
千
五
百
円
か
ら
四
千
五
百

円
に
な
り
ま
す
。

やつしろハーモニーホール申告会場特設電話�30-7228へ
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２/２０（月）

２/２１（火）

２/２２（水）

２/２３（木）・２４（金）
２/２７（月）・２８（火）
３/１（水）・２（木）
３/３（金）・６（月）
３/７（火）・８（水）
３/９（木）・１０（金）
２/１６（木）
２/１７（金）
２/２０（月）
２/２１（火）
２/１６（木）
２/１７（金）
２/２０（月）
２/２３（木）
２/２４（金）
２/２７（月）
２/２８（火）
３/１（水）
３/２（木）
２/１６（木）
２/１７（金）

３/３（金）

３/３（金）

３/６（月）

３/６（月）

２/２１（火）
２/２３（木）
３/１（水）
３/３（金）
３/７（火）
３/８（水）

３/９（木）
３/１０（金）

３/１２（日）～３/１５（水）

東町
(午前)二見洲口町・二見本町・二見赤松町
(午後)二見下大野町・二見野田崎町
(午前)日奈久新開町・日奈久大坪町・日奈久新田町・日奈久山
下町・日奈久竹之内町・日奈久浜町・日奈久東町・日奈久中町
(午後)上記以外の日奈久校区
代陽・八代・龍峯
太田郷
松高・郡築・昭和
植柳・麦島・宮地
高田・金剛
八千把
上土・上外・下外・北村・塘・北吉王丸
南吉王丸・新牟田一・新牟田二・新牟田三
東牟田・西牟田上
西牟田下・二の丸・八代新地・川開
南・上河俣
北
小浦・下河俣
(午前)駅前・下有佐・有佐　　　　(午後)中島・下村
(午前)内田１～１0 (午後)内田１１～１９
(午前)鏡村 (午後)津口・芝口・野崎
(午前)上鏡・鏡町１～５　 (午後)鏡町６～１４
(午前)宝出・外出　　　　 (午後)北出・大還
(午前)貝洲・硴原　 (午後)塩浜・北新地

五家荘地区は、泉支所から連絡します。

(午前)本屋敷・白木平・松の原・広平・犬山
(午後)古屋敷・澤無田・いびつ・宮の崎・土生
(午前)和小路・尾園・矢山
(午後)中尾・定野・平・氷川台
(午前)白岩戸・糸原・上の門上下・二重・打越・南川内
(午後)乙川・深山谷・野添・日当・杉の谷・下赤根・上赤根・古園
(午前)河合場・岩奥・一ツ氏
(午後)深山・木場・横手
鎌瀬・中津道・市ノ俣・川岳
鮎帰
深水
西部
百済来下・百済来上
鶴喰・田上

坂本・荒瀬・葉木
中谷と坂本町の指定日に申告できなかった人

上記の指定日に申告できなかった人

僻地集会所

二見公民館

南部市民センター

やつしろハーモニーホール
1階多目的ホール

千丁支所2階大会議室

東陽支所2階大会議室

鏡支所3階大会議室

五家荘地区内

農村研修センター

ふれあいセンター

泉支所

かやばの郷

中津道公民館
八代市生活館（旧坂本村生活館）
深水生活改善センター
西部多目的集会施設

久多良木多目的集会施設
田上地区館（旧田上小学校）

坂本中央公民館

やつしろハーモニーホール
1階多目的ホール

問合せ　市民税課�33-4107 ※申告期間中（2/23～3/15〈土・日を除く〉）は、

◎
駐
車
場
が
混
雑
し
ま
す
。
な
る
べ
く
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
印
鑑
　
　
　

◆
給
与
や
公
的
年
金
の
申
告
　
源
泉

徴
収
票（
年
金
・
給
与
な
ど
）

◆
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
の
申
告

収
支
内
訳
書
（
売
上
げ
伝
票
・
仕

切
書
や
帳
簿
な
ど
収
入
金
額
の
詳

細
や
各
種
経
費
の
領
収
書
、
17
年

中
に
購
入
し
た
減
価
償
却
資
産
の

領
収
書
、
土
地
改
良
費
、
農
業
共

済
掛
金
の
領
収
書
な
ど
経
費
が
分

か
る
も
の
）

◆
一
時
所
得
　
保
険
満
期
一
時
金
な

ど
の
証
明
書

◆
配
当
所
得
　
金
融
機
関
発
行
の
源

泉
徴
収
票
や
支
払
明
細
な
ど

◆
そ
の
他
　
個
人
年
金
・
講
師
料
・
謝

金
な
ど
各
種
報
酬
の
支
払
い
明
細

●
社
会
保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
・

国
民
年
金
掛
金
・
介
護
保
険
料
な

ど
）、
生
命
保
険
、
損
害
保
険
な
ど

の
支
払
証
明
書
、
医
療
費
な
ど
の

領
収
書

※
所
得
金
額
に
よ
っ
て
は
必
要
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
。

※休日の申告相談は、３月１２日(日)にやつしろハーモニーホールで行います。

受付時間

9：00

16：00
〜


